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2015年（平成27年）

 10月から通知
 「マイナンバー」

─利用開始は平成28年1月から─

いつも新しい流れがある 市川

　10月5日（月）以降、住民票の住所に一人ひとりの
マイナンバー（12桁の番号）をお知らせする「通知
カード」が簡易書留で発送されます。

☎334-1124市民課

➡
郵送

簡易書留で通知カードが発送されます　※必ず受け取ってください

　所得や他の行政サービスの受給状
況を把握しやすくなります。

簡易書留

　負担を不当に免れることや生活保護
などの不正受給の防止に役立ちます。

公平・公正な社会の実現 行政の効率化

（表） （裏）

　マイナンバーは、勤務先での手続きや確定申告な
どに使いますので、「通知カード」は確実に受け取り、
大切に保管してください。

　マイナンバーは、「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」「行政の効
率化」を実現するため、税・社会保障・災害対策の分野で利用する番号です。

▲マイナちゃん

マ イ ナ ン バ ー で 期 待 さ れ る 効 果

【 申 請 が 必 要 な 方 】

申請書は、市公式 Web サイトでダウンロード可。または、市民課に連絡してください。

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、「居所情報登録申請書」を
９月２５日（金）までに市民課に持参または郵送（〒272-8501※住所不要）してください。

東日本大震災による被災者で住所地以外の居
所に避難されている方

DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者
で住所地以外の居所に移動されている方

１人暮らしで、長期間、医療機関・施設（老人
ホームなど）に入院・入所されている方

　年金や福祉などの申請時に、用意
しなければならない書類が減ります。

国民の利便性の向上


